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救命胴衣を着用してください

✅ ①ライフジャケット

✅ ②釣り場に応じた履物
✅ ③通信装備（防水ケース入り携帯電話）

〇留意事項

①無理をしない ③釣行計画を第三者
に伝えておく

②単独行動をしない ④立入禁止区域
に入らない

〇釣りを安全に楽しむための

最低限必要な装備

救命胴衣を着用していたことで救助された事案も
発生しております！！

いつどこで、事故に遭うかは予測できません。

→非着用で２名が死亡

・釣り中の事故者の救命胴衣着用率４０％（15人中6人）

海中転落

11人

負傷

4人
令和５年釣り中
事故者１５人内訳

このうち死者・行方不明者３人


